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一　

詩
人
白
居
易
の
類
書
と
い
う
従
前
の
評
価

代
表
的
唐
代
類
書
と
し
て
、『
藝
文
類
聚
』『
初
学
記
』『
白
氏
六
帖（
１
）』
の
名
が
知
ら
れ
る（
２
）が
、
本
稿
に
取
り
上
げ
る
『
白
氏
六
帖
』
は
、

他
の
二
書
に
比
べ
る
と
、
研
究
の
利
用
に
供
さ
れ
る
頻
度
は
高
く
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。『
藝
文
類
聚
』
や
『
初
学
記
』
の
点
校
本

が
、
一
九
六
〇
年
代
に
相
次
ぎ
出
版
さ
れ
た（
３
）一
方
で
、
そ
の
後
、
半
世
紀
も
の
間
、
該
書
に
同
様
の
動
き
が
無
か
っ
た
こ
と
も
、
そ
の

反
映
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
今
日
、
類
書
は
事
項
、
出
典
検
索
の
た
め
の
工
具
書
、
多
数
の
佚
文
を
保
存
す
る
文
献
集
成
と
し
て
の
利

用
価
値
を
第
一
と
す
る
。『
白
氏
六
帖
』
は
、
収
載
文
献
の
出
典
表
記
が
往
々
に
し
て
省
か
れ
、
ま
た
原
典
に
忠
実
な
引
用
よ
り
は
節
略

等
の
加
工
を
経
て
の
採
録
が
多
い
。
こ
の
点
で
該
書
は
、
今
日
的
利
用
価
値
か
ら
す
れ
ば
難
を
抱
え
る
と
言
え
、
他
の
二
類
書
の
有
用

性
の
蔭
に
も
隠
れ
て
広
範
且
つ
活
発
な
利
用
に
は
及
ん
で
い
な
い
も
の
と
思
し
い
。
該
書
の
代
表
的
唐
代
類
書
と
し
て
の
今
日
的
評
価

は
、
主
に
中
国
文
学
史
上
に
確
固
た
る
地
位
を
占
め
る
白
居
易
所
縁
の
類
書
と
い
う
点
に
あ
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

中
唐
の
文
人
白
居
易
に
つ
い
て
は
、
詩
人
と
し
て
の
認
識
、
理
解
が
第
一
に
想
起
さ
れ
る
た
め
か
、
従
来
の
『
白
氏
六
帖
』
研
究
に

於
い
て
も
、
詩
人
白
居
易
自
撰
の
類
書
を
白
詩
の
解
読
、
解
釈
に
活
用
す
べ
き
と
の
提
唱
が
し
ば
し
ば
行
な
わ
れ
た（
４
）。
白
居
易
自
撰
で

あ
る
か
否
か
と
い
っ
た
成
書
上
の
問
題
、
ま
た
伝
世
過
程
に
於
け
る
増
注
、
増
補
と
い
っ
た
本
文
改
編
の
問
題
に
注
意
は
必
要
で
あ
る

が
、
基
本
的
に
は
白
詩
の
理
解
に
該
書
が
有
効
、
有
用
で
あ
る
と
の
主
張
で
あ
る
。
白
居
易
研
究
、
と
り
わ
け
白
詩
の
研
究
に
相
当
の

蓄
積
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
今
更
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
諸
家
が
し
ば
し
ば
提
唱
し
、
ま
た
当
然
至
極
に
さ
え
思
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え
る
白
詩
読
解
に
於
け
る
『
白
氏
六
帖
』
の
利
用
が
進
展
し
、
目
覚
ま
し
い
成
果
を
あ
げ
る
に
至
ら
な
か
っ
た
の
は
、
何
故
で
あ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
『
白
氏
六
帖
』
と
白
居
易
の
詩
作
と
が
本
来
的
に
強
く
結
び
つ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で

は
な
い
か
。

近
年
、『
白
氏
六
帖
』
の
成
書
問
題
に
つ
い
て
、
陳
翀
氏
に
よ
り
唐
宣
宗
勅
輯
の
新
説
が
『
文
学
遺
産
』
に
提
起
さ
れ
、
神
鷹
德
治
氏

も
こ
れ
に
賛
同
す
る
方
向
で
更
な
る
見
解
を
示
さ
れ
た
。
類
書
を
研
究
対
象
と
す
る
筆
者
も
ま
た
、
二
氏
の
論
考
と
史
学
分
野
に
お
け

る
『
白
氏
六
帖
』
の
利
用
実
績
、
並
び
に
『
白
氏
文
集
』
の
全
訳
注
に
取
り
組
ま
れ
る
岡
村
繁
氏
に
よ
る
指
摘
に
啓
発
を
受
け
、
調
査

を
行
な
っ
た
結
果
、
先
ご
ろ
拙
著
『
唐
代
勅
撰
類
書
初
探
』
に
於
い
て
陳
氏
所
説
に
証
左
を
与
え
る
に
至
っ
た（
５
）。
本
稿
で
は
『
白
氏
六

帖
』
の
特
質
に
つ
い
て
、
該
書
の
部
立
て
構
成
の
在
り
方
と
い
う
外
形
的
側
面
、
及
び
先
に
拙
著
で
も
取
り
上
げ
た
該
書
収
載
の
対
偶

群
を
含
む
内
容
的
側
面
か
ら
述
べ
、
そ
こ
に
看
取
さ
れ
る
『
白
氏
六
帖
』、
或
い
は
後
の
『
白
氏
六
帖
』
と
な
る
白
居
易
撰
修
の
文
献
集

成
の
用
途
、
目
的
に
つ
い
て
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。

二　

三
才
の
「
人
」
に
厚
い
部
立
て
構
成

類
書
は
、
一
部
に
例
外
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
一
般
的
に
は
森
羅
万
象
の
全
て
を
対
象
に
分
類
を
行
な
い
、
編
纂
主
体
の
意
図
に
基

づ
く
秩
序
あ
る
部
立
て
構
成
の
も
と
、
各
部
立
て
に
関
連
す
る
文
献
を
諸
典
籍
よ
り
採
録
す
る
こ
と
で
成
り
立
つ
。
世
界
の
分
類
に
よ

る
部
立
て
構
成
に
つ
い
て
は
、
各
類
書
に
明
示
さ
れ
る
と
否
と
に
関
わ
ら
ず
、「
三
才
」
す
な
わ
ち
、「
天
（
日
月
星
辰
等
）」、「
地
（
山

川
草
木
鳥
獣
虫
魚
等
）」、「
人
（
帝
王
以
下
、
人
及
び
そ
の
諸
活
動
）」
の
三
部
に
よ
る
大
別
に
依
拠
す
る（
６
）。
こ
の
三
才
に
よ
る
大
別
を
、

人ひ
と

を
取
り
巻
く
「
天
」
と
「
地
」
と
の
二
部
に
包
含
さ
れ
る
部
立
て
と
、「
人
」
に
包
括
さ
れ
る
部
立
て
と
に
二
分
し
て
、
先
に
挙
げ
た

代
表
的
唐
代
類
書
を
通
覧
す
る
と
き
、『
白
氏
六
帖
』
が
極
め
て
「
人
」
に
厚
い
部
立
て
構
成
を
持
つ
こ
と
に
気
付
く
。

各
類
書
に
つ
い
て
、「
天
、
地
」：「
人
」
に
分
け
て
、
各
部
立
て
数
（
部
立
て
総
数
に
対
す
る
百
分
率
）
を
次
に
示
す
。

『
藝
文
類
聚
』
一
百
巻
、
部
立
て
総
数
736
　「
天
、
地
」
385
（
52
・
3
％
）：「
人
」
351
（
47
・
7
％
）
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『
初
学
記
』　 

三
十
巻
、
部
立
て
総
数
313
　「
天
、
地
」
133
（
42
・
5
％
）：「
人
」
180
（
57
・
5
％
）

『
白
氏
六
帖
』
三
十
巻
、
部
立
て
総
数
1367
　「
天
、
地
」
249
（
18
・
2
％
）：「
人
」
1118
（
81
・
8
％
）

『
藝
文
類
聚
』
と
『
初
学
記
』
と
の
二
類
書
が
、
お
お
よ
そ
半
々
か
四
対
六
の
割
合
で
、「
天
、
地
」
と
「
人
」
と
の
部
立
て
を
構
成
す

る
の
に
対
し
て
、『
白
氏
六
帖
』
は
、
お
よ
そ
二
対
八
と
「
人
」
の
部
立
て
に
大
き
く
傾
く
。『
白
氏
六
帖
』
の
部
立
て
に
は
、
後
世
の

増
補
、
改
編
が
存
在
し
、
未
解
明
の
部
分
が
残
る（
７
）。
よ
っ
て
、
右
も
あ
く
ま
で
参
考
値
と
し
て
の
参
照
価
値
し
か
持
た
な
い
わ
け
で
あ

る
が
、
従
来
知
ら
れ
る
増
補
箇
所
が
、「
天
、
地
」
と
「
人
」
と
の
双
方
に
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
今
後
全
て
の
増
補
箇
所
が

解
明
さ
れ
た
と
し
て
も
、
大
き
な
傾
向
と
し
て
は
大
過
な
い
も
の
で
あ
る
と
推
測
す
る
。

こ
の
「
人
」
に
帰
属
す
る
部
立
て
の
偏
重
は
、
実
は
隋
末
に
、
虞
世
南
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
類
書
『
北
堂
書
鈔（
８
）』
に
似
る
。『
北
堂

書
鈔
』
に
つ
い
て
、
先
と
同
様
に
比
率
を
み
て
み
る
と
、

『
北
堂
書
鈔
』
存0

一
百
六
十
巻
、
部
立
て
総
数
851
　「
天
、
地
」
69
（
8
・
1
％
）：「
人
」
782
（
91
・
9
％
）

「
人
」
が
九
割
を
占
め
る
。
た
だ
し
、
右
に
「
存0

一
百
六
十
巻
」
と
記
し
た
通
り
、
現
存
の
『
北
堂
書
鈔
』
は
完
本
で
は
な
い
。『
新
唐

書
』
藝
文
志
、
晁
公
武
『
郡
斎
読
書
志
』
に
拠
れ
ば
、
も
と
一
百
七
十
三
巻
で
あ
り
、
現
存
の
巻
一
百
六
十
、
地
部
四
、
石
篇
十
六
以

下
を
缺
く
。
よ
っ
て
本
来
、「
地
」
に
帰
属
す
る
部
立
て
数
は
現
在
の
計
測
数
よ
り
多
く
、
こ
れ
に
応
じ
て
「
人
」
の
割
合
も
当
然
下
が

る
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
を
見
越
し
て
も
「
人
」
に
極
め
て
重
点
を
置
い
た
部
立
て
構
成
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
無
い
。
こ
の

点
、
実
は
該
書
の
部
立
て
が
、
一
般
に
「
天
」
に
始
ま
り
「
地
」
の
一
部
へ
と
続
く
類
書
の
通
例
と
は
異
な
り
、「
人
」
に
帰
属
す
る

「
帝
王
部
」
か
ら
始
ま
る
こ
と
に
も
看
取
さ
れ
る
。
以
下
、
巻
数
で
言
え
ば
、
本
来
の
全
一
百
七
十
三
巻
の
う
ち
、
八
割
を
越
え
る
巻
一

百
四
十
八
ま
で
が
「
人
」
に
包
含
さ
れ
る
部
立
て
で
あ
り
、「
天
」
や
「
地
」
は
、
巻
一
百
四
十
九
の
天
部
一
、
天
に
よ
う
や
く
始
ま
る
。

こ
の
部
立
て
の
配
置
及
び
内
容
の
「
人
」
偏
重
は
、
夏
南
強
氏
『
類
書
通
論
』
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
り
、
夏
氏
は
『
北
堂
書

鈔
』
及
び
編
者
虞
世
南
に
関
す
る
史
料
や
先
行
研
究
を
も
踏
ま
え
、「『
北
堂
書
鈔
』
便
是
一
本
主
題
索
引
式
的
『
経
世
致
用
』
政
事
類
書
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（『
北
堂
書
鈔
』
は
、
見
出
し
語
索
引
式
「
経
世
致
用
」
の
政
務（
９
）用
類
書
で
あ
る
）」
と
結
論
す
る（

（1
（

。
筆
者
も
夏
氏
の
見
解
に
賛
成
す
る
。

『
白
氏
六
帖
』
は
、『
北
堂
書
鈔
』
同
様
の
特
異
な
部
立
て
配
置
を
取
ら
ず
、『
藝
文
類
聚
』
や
『
初
学
記
』
と
同
様
に
「
天
」
に
始
ま

る
通
常
の
部
立
て
配
列
を
行
な
う
。
こ
の
点
で
該
書
の
部
立
て
の
特
色
に
は
目
が
向
き
に
く
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
た
だ
、
先
に
示
し
た

部
立
て
構
成
上
の
割
合
に
明
ら
か
で
あ
り
、
且
つ
ま
た
紙
幅
の
都
合
に
よ
り
こ
こ
で
は
一
々
列
挙
し
な
い
が
、
実
際
に
部
立
て
の
詳
細

を
通
覧
し
て
み
る
だ
け
で
も
、『
藝
文
類
聚
』
や
『
初
学
記
』
と
は
異
な
り
、『
北
堂
書
鈔
』
と
同
様
、
三
才
の
「
人
」、
殊
に
政
務
に
関

す
る
項
目
が
詳
細
で
あ
る
こ
と
、
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
そ
の
詳
細
さ
は
、
他
の
唐
代
類
書
に
も
部
立
て
さ
れ
る
中
央
の
三
省
六
部
や
そ

の
官
職
、
地
方
の
刺
史
と
い
っ
た
統
治
機
構
の
骨
格
に
相
当
す
る
部
分
や
、
統
治
を
支
え
る
礼
教
の
主
要
な
徳
目
と
い
っ
た
層
次
を
遥

か
に
超
え
る
。
そ
こ
に
重
点
が
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
窺
え
る
。
部
立
て
全
体
の
構
成
内
容
と
い
う
外
形
的
側
面
か
ら
見
た
と
き
、『
白

氏
六
帖
』
は
重
点
の
置
き
所
の
似
る
『
北
堂
書
鈔
』
同
様
に
、
政
務
へ
の
利
用
を
主
目
的
と
し
た
類
書
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

三　

唐
令
と
対
偶
表
現
と
の
収
載

『
白
氏
六
帖
』
が
、
政
務
の
利
用
に
供
す
べ
く
準
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
収
載
文
献
の
特
異
性
に
着
目
し
て
も
言
え
る
。

ま
ず
注
目
し
た
い
の
が
、
唐
令
を
採
録
す
る
点
で
あ
る
。
仁
井
田
陞
『
唐
令
拾
遺（

（1
（

』
に
拠
れ
ば
、『
藝
文
類
聚
』
や
『
初
学
記
』
が
、

唐
以
前
の
も
の
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
晋
令
を
一
条
、
五
条
採
録
す
る
の
み
で
唐
令
を
採
ら
な
い
の
に
対
し
、『
白
氏
六
帖
』
は
、
魏
令
、

晋
令
の
各
一
条
に
加
え
、
三
十
一
条
の
唐
令
を
収
載
す
る
。
唐
令
の
収
載
は
、
そ
れ
に
依
拠
す
べ
き
個
別
具
体
的
な
実
務
遂
行
上
の
参

照
を
目
的
と
し
た
も
の
で
、
該
書
が
実
際
の
政
務
執
行
に
用
立
て
る
意
図
を
も
っ
て
編
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
唐

令
千
五
百
数
十
条
の
全
体
を
思
え
ば
、
政
務
に
関
わ
る
大
凡
の
部
立
て
に
於
い
て
、
現
状
よ
り
多
数
の
条
文
が
統
一
的
に
具
備
さ
れ
て

も
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
実
情
は
こ
れ
に
異
な
る
。
或
い
は
、
後
世
の
利
用
者
に
よ
る
随
意
な
補
入
を
疑
い
う
る
が
、
補
入
で
あ
る

と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
却
っ
て
『
白
氏
六
帖
』
の
利
用
目
的
を
指
し
示
す
こ
と
に
な
り
、
筆
者
の
主
張
に
沿
う
。

従
来
『
白
氏
六
帖
』
に
つ
い
て
は
、
白
居
易
の
詩
人
と
し
て
の
令
名
故
に
詩
作
と
の
強
い
関
連
性
が
意
識
さ
れ
、
詩
人
白
居
易
の
「
詩

嚢
」
と
い
う
理
解
に
結
び
つ
い
て
き
た
。
白
詩
読
解
に
活
用
す
べ
き
と
の
議
論
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
所
以
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
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右
に
見
た
部
立
て
の
偏
重
や
収
載
文
献
の
特
異
性
か
ら
は
、
む
し
ろ
種
々
の
政
務
に
従
事
し
た
官
僚
白
居
易
の
「
実
務
必
携
」
と
理
解

す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

更
に
注
目
し
た
い
の
が
、
先
に
拙
著
第
七
章
で
そ
の
存
在
を
明
確
に
し
た
多
数
の
収
載
対
偶
で
あ
る
。
該
書
の
収
載
文
献
は
、
右
に

見
た
唐
令
、
或
い
は
他
の
類
書
同
様
の
経
史
を
始
め
と
す
る
主
要
な
典
籍
か
ら
の
引
用
と
い
っ
た
、
政
務
の
判
断
に
根
拠
と
し
て
必
要

と
な
る
参
照
文
献
ば
か
り
で
は
な
い
。
政
務
遂
行
上
、
文
書
の
作
成
が
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
際

に
参
考
、
更
に
言
え
ば
流
用
可
能
な
四
六
駢
儷
体
に
よ
る
対
偶
表
現
が
、
多
く
の
部
立
て
に
準
備
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

先
に
拙
著
で
は
、『
白
氏
六
帖
』
に
作
者
不
詳
の
対
偶
が
多
数
潜
在
す
る
こ
と
、
そ
の
う
ち
、
現
在
『
白
氏
文
集
』
に
百
道
判
と
し
て

残
る
白
居
易
自
作
の
模
擬
判
中
の
対
偶
に
一
致
す
る
か
極
め
て
類
似
す
る
も
の
が
凡
そ
百
例
に
及
ぶ
こ
と
を
報
告
し
、
そ
の
上
で
、
百

道
判
と
の
強
い
関
連
性
が
看
取
さ
れ
る
対
偶
に
つ
い
て
、
白
居
易
判
の
草
稿
（
そ
の
断
片
）
で
あ
る
可
能
性
を
論
じ
た
。
そ
の
際
に
は
、

百
例
を
挙
げ
る
の
み
で
取
り
纏
め
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
が
、
白
居
易
判
の
断
片
と
一
致
か
極
め
て
類
似
す
る
対
偶
は
、『
白
氏
六
帖
』
三

十
巻
の
う
ち
、
巻
一
、
三
～
五
、
十
八
、
二
十
五
、
二
十
七
、
二
十
九
、
三
十
を
除
く
合
計
二
十
一
巻
に
収
録
さ
れ
る
。
こ
れ
に
白
居

易
自
作
の
文
と
関
連
性
を
指
摘
で
き
な
い
作
者
未
詳
の
対
偶
を
も
加
え
れ
ば
、
対
偶
は
全
三
十
巻
に
わ
た
っ
て
漏
れ
な
く
収
載
さ
れ
、

そ
れ
ら
が
該
書
に
於
け
る
最
大
の
特
徴
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

実
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
宋
人
は
的
確
に
理
解
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
南
宋
、
晁
公
武
の
『
郡
斎
読
書
志
』
に
は
次
の
よ
う
に

あ
る
（
傍
線
等
は
筆
者
に
よ
る
。
以
下
同
じ
）。

 
 

右
、
唐
白
居
易
撰
。
以
天
地
事
物
分
門
類
、
爲
對
偶
而
不
載
所
出
書
。
曾
祖
父
秘
閣
公
爲
之
注
、
行
於
世（

（1
（

。
︙
︙

 
 

 
 

右
、
唐
白
居
易
撰
。
天
地
の
事
物
を
以
て
門
類
を
分
か
ち
、
対
偶
を
為つ

く

り
て
出い

づ
る
所
の
書
を
載
せ
ず
。
曾
祖
父
秘
閣
公

﹇
晁
仲
衍
﹈  

之
が
為
に
注
し
、
世
に
行
な
は
る
。
︙
︙

『
白
氏
六
帖
』
に
言
及
す
る
諸
研
究
に
於
い
て
、
こ
の
記
事
は
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
。
た
だ
し
従
来
は
、
傍
線
部
「
出
づ
る
所
の
書
を

載
せ
ず
」
の
み
が
注
目
さ
れ
、
収
載
条
文
の
出
典
注
記
に
不
徹
底
な
『
白
氏
六
帖
』
に
対
し
、
北
宋
の
晁
仲
衍
が
増
注
（
添
注
）
を
行
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な
っ
た
こ
と
を
示
す
文
献
的
根
拠
と
し
て
読
ま
れ
て
き
た
。
波
線
部
の
「
対
偶
を
為
り
」
に
留
意
し
た
見
解
を
未
だ
見
な
い
。
対
偶
の

収
載
形
式
が
整
理
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
こ
れ
ま
で
看
過
さ
れ
て
き
た
た
め
と
思
し
い
。
し
か
し
、『
白
氏
六
帖
』
に
多
数
の
対
偶
が
収

載
さ
れ
る
事
実
を
踏
ま
え
て
読
み
直
す
な
ら
、
右
の
記
事
は
、「（
撰
者
白
居
易
が
）
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
事
物
に
応
じ
て
部
立
て
を
行
な

い
、
対
偶
を
作
成
し
て
（
そ
の
）
出
典
を
記
載
し
な
い
」
と
読
め
る
。
出
典
を
記
載
し
な
い
と
指
摘
す
る
の
も
、
各
部
立
て
に
収
載
の

対
偶
、
し
か
も
晁
公
武
の
見
解
で
は
白
居
易
撰
の
対
偶
に
対
し
て
で
あ
る
。
こ
の
記
事
は
、
孝
宗
の
淳
煕
五
年
（
一
一
七
八
）
勅
撰
の

『
中
興
館
閣
書
目
』（
佚
書
）
に
引
用
さ
れ
た
ほ
か
、
南
宋
末
年
の
王
応
麟
『
玉
海
』
に
も
『
中
興
館
閣
書
目
』
の
引
用
を
介
し
て
再
引

さ
れ
る
。『
白
氏
六
帖
』
の
特
徴
に
対
す
る
理
解
と
し
て
、
踏
襲
さ
れ
続
け
た
こ
と
が
分
か
る（

（1
（

。

な
お
、
末
尾
に
曾
祖
父
の
晁
仲
衍
が
こ
の
た
め
に
注
を
し
た
と
い
う
の
は
、
一
部
の
収
載
対
偶
に
確
認
で
き
る
出
典
注
記
を
指
す
と

考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
巻
二
十
一
、
転
運
使
の
収
載
対
偶
に
対
し
、
底
本
は
小
字
双
行
注
で
次
の
よ
う
に
注
記
す
る
。
引
用
中
に
（
括

弧
）
で
示
す
部
分
で
あ
る
（
以
下
同
じ
）。

漢
通
糧
道
、
委
於
丞
相
、（
漢
高
帝
曰
、
鎭
國
家
不
絶
糧
道
。
吾
不
如
蕭
何
之
功
。）

晉
開
較
運
、
任
在
尚
書
。（
杜
元
凱
事
、
見
上
注
。）

傍
線
部
に
「
見
上
注
」
と
あ
る
の
は
、
一
つ
前
の
部
立
て
で
あ
る
度
支
使
の
収
載
対
偶
に
対
す
る
注
を
指
し
、

元
凱
之
計
、（
杜
元
凱
爲
度
支
尚
書
、
奏
轉
運
之
計
也
。）

茂
先
之
功
。（
張
華
茂
先
為
度
支
尚
書
、
决
河
渠
地
延
萬
里
。）

右
の
傍
線
部
に
該
当
す
る
。

晁
仲
衍
に
よ
る
添
注
作
業
の
規
模
や
様
態
、
ま
た
現
存
諸
本
の
書
承
関
係
が
未
解
明
で
あ
り
、
施
注
者
が
右
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る

か
は
、
今
後
更
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
従
来
の
版
本
系
統
の
議
論
時
と
は
異
な
る
読
み
方
で
、『
郡
斎
読
書
志
』
の



『
白
氏
六
帖
』
の
特
質

101

記
事
を
解
釈
で
き
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
考
え
る
。

や
や
話
し
は
逸
れ
た
が
、
宋
人
の
指
摘
通
り
『
白
氏
六
帖
』
は
、
対
偶
に
特
色
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
れ
ら
対
偶
を
参
照
或

い
は
流
用
す
る
形
で
実
際
の
公
文
書
が
作
成
さ
れ
た
事
例
に
つ
い
て
は
、
未
だ
探
し
得
て
い
な
い
。
思
う
に
、
士
人
が
自
己
の
文
集
に

保
存
し
て
後
世
に
伝
え
よ
う
と
し
た
会
心
の
作
品
群
に
は
、
そ
の
手
の
文
章
は
含
ま
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
日
々
の
職
務
遂
行
上
、
必
要

と
さ
れ
る
消
耗
品
と
で
も
言
う
べ
き
各
種
文
章
の
作
成
に
利
用
さ
れ
た
も
の
と
想
定
す
る
。

四　

政
務
用
類
書
『
白
氏
六
帖
』
の
盛
行
と
『
北
堂
書
鈔
』
の
衰
退

以
上
、『
白
氏
六
帖
』
の
部
立
て
構
成
及
び
収
載
文
献
の
両
側
面
で
看
取
さ
れ
る
特
徴
的
事
実
に
つ
い
て
述
べ
、
該
書
は
政
務
遂
行
に

有
用
な
「
実
務
必
携
」
と
し
て
利
用
さ
れ
る
類
書
で
あ
っ
た
と
の
仮
説
を
示
し
た
。
そ
の
際
に
、
こ
ち
ら
も
先
行
研
究
の
仮
説
で
は
あ

る
が
、
政
務
用
類
書
と
さ
れ
る
『
北
堂
書
鈔
』
に
言
及
し
た
。
同
様
の
利
用
目
的
を
想
定
し
う
る
両
書
に
つ
い
て
、
実
は
興
味
深
い
事

実
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
拙
著
に
も
触
れ
た
が
『
白
氏
六
帖
』
が
早
く
は
十
世
紀
半
ば
に
後
蜀
で
印
刷
に
附
さ
れ
て
以
降
、
南
宋
の
『
白

孔
六
帖
』
出
版
も
含
め
れ
ば
、
盛
ん
に
流
布
し
た
の
に
対
し
、『
北
堂
書
鈔
』
は
十
一
世
紀
初
頭
の
北
宋
真
宗
の
頃
、
既
に
幻
の
書
と
で

も
言
う
べ
き
存
在
に
な
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
王
応
麟
『
玉
海
』
巻
五
十
四
、
唐0

『
北
堂
書
鈔
』
の
条
に
は
、

二
館
舊
闕
虞
世
南
『
北
堂
書
鈔
』、
惟
趙
安
仁
家
有
本
。
真
宗
命
内
侍
取
之
、
嘉
其
好
古
、
手
詔
褒
美
。

 
 

二
館  

舊
く
は
虞
世
南
『
北
堂
書
鈔
』
を
闕
き
、
惟た
だ

趙
安
仁
の
家
の
み
本
有
り
。
真
宗  

内
侍
に
命
じ
て
之
を
取
ら
し
め
、
其
の

古
き
を
好
む
を
嘉
し
、
手
詔
し
て
褒
美
す
。

と
あ
り
、
北
宋
初
期
の
様
相
を
伝
え
る
。

該
書
は
、
元
和
年
間
成
書
の
劉
粛
『
大
唐
新
語
』
に
「
其
書
盛
行
於
代
（
其
の
書  
盛
ん
に
代よ

に
行
な
は
る
）」
と
あ
り
、
大
中
年
間

成
書
の
韋
絢
『
劉
賓
客
嘉
話
録
』
に
「『
書
鈔
』
盛
傳
於
世
（『
書
鈔
』
盛
ん
に
世
に
伝
は
る
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
中
唐
の
頃
の
盛
ん
な
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利
用
が
知
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
北
宋
初
期
に
は
稀
覯
書
と
な
り
、
初
め
て
の
印
刷
を
経
て
復
権
を
果
た
す
の
は
、
明
の
万
暦

二
十
八
年
（
一
六
〇
〇
）
以
降
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

第
一
節
に
述
べ
た
『
白
氏
六
帖
』
勅
輯
説
に
拠
れ
ば
、
そ
の
成
書
時
期
は
唐
宣
宗
の
大
中
年
間
で
あ
る
。
唐
代
に
於
け
る
『
北
堂
書

鈔
』
盛
行
を
伝
え
る
最
後
の
資
料
『
劉
賓
客
嘉
話
録
』
が
大
中
十
年
の
自
序
で
あ
れ
ば
、
大
中
年
間
に
世
に
出
た
『
白
氏
六
帖
』
の
盛

行
に
伴
い
、
利
用
目
的
に
於
い
て
同
様
で
あ
っ
た
『
北
堂
書
鈔
』
は
次
第
に
利
用
の
機
会
を
減
少
さ
せ
て
い
き
、
遅
く
と
も
後
蜀
で
は

『
白
氏
六
帖
』
に
淘
汰
さ
れ
る
形
で
印
刷
に
も
附
さ
れ
ず
、
北
宋
初
年
に
は
稀
覯
書
と
な
る
経
緯
を
辿
っ
た
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

前
説
で
取
り
上
げ
た
転
運
使
や
度
支
使
を
含
む
、
節
度
使
等
々
の
い
わ
ゆ
る
使
職
は
、
唐
中
期
に
設
け
ら
れ
た
令
外
の
官
で
あ
っ
て
、

隋
末
成
書
の
『
北
堂
書
鈔
』
に
は
当
然
該
当
す
る
部
立
て
は
存
在
し
な
い
。
古
典
や
先
例
を
重
ん
じ
る
意
味
で
は
、
隋
以
前
の
古
典
籍

を
採
録
し
た
『
北
堂
書
鈔
』
に
も
価
値
は
あ
っ
た
が
、
実
務
利
用
が
第
一
の
目
的
で
あ
れ
ば
、
同
種
の
類
書
で
あ
り
且
つ
社
会
や
法
制

の
変
化
を
受
け
て
、
よ
り
相
応
し
い
部
立
て
や
採
録
文
献
を
備
え
る
『
白
氏
六
帖
』
に
利
用
が
移
っ
た
の
も
当
然
の
帰
結
で
あ
っ
た
と

言
う
べ
き
だ
ろ
う
。注

（
１
）  

『
藝
文
類
聚
』
は
汪
紹
楹
校
本
（
中
華
書
局
、
一
九
六
五
年
︹
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
二
年
重
版
︺）、『
初
学
記
』
は
中
華
書
局
排

印
本
（
一
九
六
二
年
）、『
白
氏
六
帖
』
は
、
南
宋
紹
興
年
間
刊
本
『
白
氏
六
帖
事
類
集
』（
新
興
書
局
、
一
九
六
九
年
影
印
）
を
用
い
た
。

（
２
）  

本
稿
に
列
挙
し
た
三
類
書
に
隋
末
の
『
北
堂
書
鈔
』
を
加
え
た
四
類
書
を
以
て
「
唐
代
四
大
類
書
」
と
捉
え
る
見
方
が
あ
る
。
こ
の
こ

と
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
明
代
に
始
ま
る
こ
と
、
ま
た
、
従
前
に
は
『
北
堂
書
鈔
』
を
除
く
三
類
書
を
以
て
代
表
的
唐
代
類
書
と
捉
え
る
見

方
が
あ
っ
た
こ
と
、
以
上
二
点
の
可
能
性
を
拙
著
『
唐
代
勅
撰
類
書
初
探
』（
研
文
出
版
、
二
〇
一
四
年
）
結
論
に
附
随
す
る
事
項
と
し
て

二
一
三
～
二
一
五
頁
に
論
じ
た
。

（
３
）  

中
華
書
局
よ
り
一
九
六
二
年
に
『
初
学
記
』
が
、
一
九
六
五
年
に
『
藝
文
類
聚
』
が
出
版
さ
れ
た
。

（
４
）  

花
房
英
樹
「
白
氏
六
帖
に
就
い
て
」（『
漢
文
学
紀
要
』
第
三
冊
、
広
島
文
理
科
大
学
漢
文
学
会
、
一
九
四
九
年
）、
津
田
潔
「
新
楽
府
と
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白
氏
六
帖
（
稿
）
上
」（『
漢
文
学
会
会
報
』
第
二
十
八
輯
、
国
学
院
大
学
漢
文
学
会
、
一
九
八
二
年
）、
山
崎
誠
「
白
氏
六
帖
考
」（『
白
居

易
研
究
講
座
』
第
二
巻
、
勉
誠
社
、
一
九
九
三
年
）
を
参
照
。

（
５
）  
各
氏
の
論
考
の
出
典
等
、
詳
細
は
拙
著
（
注
２
）
第
七
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
６
）  
よ
り
詳
し
く
は
、
湯
浅
邦
弘
『
故
事
成
語
の
誕
生
と
変
容
』
第
二
章
一
節
「
類
書
と
は
何
か
」（
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）
を
参
照
。

（
７
）  

詳
細
は
、
拙
著
（
注
２
）
第
六
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
８
）  

清
光
緒
十
四
年
南
海
孔
氏
三
十
有
三
万
巻
堂
影
宋
刊
本
（
学
苑
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
影
印
）
を
使
用
。
上
記
孔
本
は
、『
北
堂
書
鈔
』

の
最
善
の
テ
キ
ス
ト
と
さ
れ
る
。
な
お
、『
四
庫
全
書
』
に
も
収
録
さ
れ
る
明
常
熟
陳
禹
謨
校
刊
本
で
あ
る
が
、
校
訂
刊
刻
時
に
刪
改
増
補

す
る
と
こ
ろ
多
く
、
研
究
に
用
い
難
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
胡
道
静
『
中
国
古
代
的
類
書
』
第
四
章
（
三
）「
陳
禹
謨
刻
本
」（
中
華
書
局
、

一
九
八
二
年
）
等
に
詳
し
い
。

（
９
）  

政
治
上
の
事
務
、
行
政
事
務
等
、
統
治
に
必
要
な
公
権
力
に
よ
る
事
務
全
般
を
指
す
用
語
と
し
て
用
い
る
。

（
10
）  

夏
南
強
『
類
書
通
論
』（
湖
北
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）
第
五
章  

三
（
二
）「『
経
世
致
用
』
類
書
的
興
起
」
及
び
第
四
章 

一
（
三
）

「『
天
、
地
、
人
、
事
、
物
』
類
目
結
構
的
成
型
」
を
参
照
。

（
11
）  

東
方
文
化
学
院
、
一
九
三
三
年
初
版
。
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
四
年
復
刊
。
附
録
の
「
唐
令
拾
遺
採
択
資
料
索
引
」
を
参
照
。
ま

た
、
仁
井
田
氏
は
、
本
書
序
説
、
第
二
「
唐
令
拾
遺
採
択
資
料
に
就
い
て
」
の
「
白
氏
六
帖
事
類
集
と
唐
宋
白
孔
六
帖
」
に
於
い
て
、「
白

氏
六
帖
事
類
集
と
太
平
御
覧
と
は
、
唐
宋
時
代
の
類
書
の
中
、
律
令
格
式
の
逸
文
等
他
書
に
は
絶
え
て
見
ざ
る
多
く
の
法
律
史
料
を
含
む

点
に
於
い
て
、
双
壁マ

マ

と
い
ふ
も
過
言
で
は
な
い
。
然
し
て
御
覧
に
あ
つ
て
は
、
唐
代
の
法
律
史
料
よ
り
唐
前
の
も
の
が
多
く
、
白
氏
六
帖

は
そ
の
反
対
で
あ
る
。
故
に
白
氏
六
帖
は
唐
法
律
史
研
究
上
看
過
す
べ
か
ら
ざ
る
貴
重
資
料
で
あ
る
。」
と
述
べ
ら
れ
る
。
法
制
史
研
究
を

始
め
と
す
る
史
学
分
野
に
於
い
て
、『
白
氏
六
帖
』
の
特
徴
は
夙
に
把
握
さ
れ
て
い
た
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。

（
12
）  

四
部
叢
刊
所
収
宋
淳
祐
袁
州
刊
本
、
巻
三
下
に
よ
る
。
な
お
、
衢
州
刊
二
十
巻
本
は
、「
對
偶
」
を
「
聲
偶
」
に
作
る
。

（
13
）  

一
方
で
、
同
様
の
意
識
は
『
四
庫
全
書
総
目
提
要
』
子
部
類
書
類
『
白
孔0

六
帖
』
条
に
は
見
ら
れ
な
い
。
同
条
で
は
、
左
に
引
用
の
ご

と
く
或
る
疑
義
を
呈
す
る
。
傍
線
部
と
波
線
部
・
破
線
部
と
の
間
で
矛
盾
が
あ
る
と
の
指
摘
で
あ
る
が
、
傍
線
部
は
諸
典
籍
か
ら
の
採
録

文
献
に
つ
い
て
、
波
線
部
・
破
線
部
は
、
収
載
対
偶
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
分
け
て
考
え
れ
ば
矛
盾
は
な
い
。
収
載
対
偶
に
対
す
る
認



中
国
文
学
論
集
　
第
四
十
三
号

104

識
が
失
わ
れ
た
所
以
と
考
え
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
な
お
検
討
す
べ
き
こ
と
多
く
、
ま
た
別
の
機
会
に
論
じ
た
い
。

 
『
玉
海
』
引
『
中
興
書
目
』
稱
、「
居
易
採
經
傳
百
家
之
語
、
摘
其
英
華
、
以
類
分
門
、
悉
注
所
出
卷
帙
名
氏
於
其
下
。」  

晁
公
武  『
讀
書

志
』
則
稱
、「
居
易
原
本
不
載
所
出
書
。
曾
祖
父
秘
閣
公
爲
之
注
、
行
於
世
。」  

其
說
不
同
。
然
公
武
述
其
家
事
、
當
必
不
誤
。
且  『
玉
海
』

又
引
『
中
興
書
目
』
稱
、「
白
居
易
以
天
地
事
分
門
類
、
爲
聲
偶
而
不
載
所
出
。」  

其
說
亦
自
相
矛
盾
。
蓋
當
代
所
行
、
原
有
已
註
出
處
之

本
、
又
有
未
註
出
處
之
本
、
應
麟
各
隨
所
見
書
之
耳
。

 
 

 『
玉
海
』
に
『
中
興
﹇
館
閣
﹈
書
目
』
を
引
き
て
称
す
、「
居
易 

経
伝
百
家
の
語
を
採
り
、
其
の
英
華
を
摘
し
、
類
を
以
て
門
を
分
か
ち
、

悉
く
出
づ
る
所
の
巻
帙
名
氏
を
其
の
下
に
注
す
。」
と
。
晁
公
武  『﹇
郡
斎
﹈
読
書
志
』
に
則
ち
称
す
、「
居
易
が
原
本 

出
づ
る
所
の
書

を
載
せ
ず
。
曾
祖
父
秘
閣
公 

之
が
為
に
注
し
、
世
に
行
な
は
る
。」
と
。
其
の
説 

同
じ
か
ら
ず
、
然
し
て
﹇
晁
﹈
公
武
は
其
の
家
事
を

述
ぶ
れ
ば
、
当
に
必
ず
誤
ら
ざ
る
べ
し
。
且
つ  『
玉
海
』
に
又ま

た

『
中
興
﹇
館
閣
﹈
書
目
』
を
引
き
て
稱
す
、「
白
居
易 

天
地
の
事
を
以

て
門
類
を
分
か
ち
、
声
偶
を
為つ

く

り
て
出
づ
る
所
を
載
せ
ず
。」
と
。
其
の
説 

亦ま
た

自
ら
相あ

い

矛
盾
す
。
蓋
し
当
代
に
行
な
は
る
所
、
原も

と

よ
り

已
に
出
処
を
註
せ
る
の
本
有
り
、
又
未
だ
出
処
を
註
せ
ざ
る
の
本
有
り
、﹇
王
﹈
応
麟 

各
お
の
見
し
所
に
随
ひ
て
之
を
書
す
の
み
。

（
補
記
）
本
研
究
はJSPS

科
研
費24720165
の
助
成
を
受
け
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で
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る
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